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１　日　時 

　　　令和６年　９月２６日（木曜） 

　　　午後　　４時３７分　開会 

　　　午後　　４時４５分　散会 

 

２　場　所 

　　　第一特別委員会室 

 

３　会議に付した事件 

知事提出議案第２４号　決算の認定について 

同     第２５号　令和５年度福島県流域下水道事業会計決算の認定について 

同     第２６号　令和５年度福島県工業用水道事業会計決算の認定について 

同　　 第２７号　令和５年度福島県工業用水道事業会計利益の処分について 

同     第２８号　令和５年度福島県地域開発事業会計決算の認定について　 

同　　 第２９号　令和５年度福島県立病院事業会計決算の認定について　　 

 

４　出席委員 

　　　委 員 長  　佐　藤　政　隆　　　　副委員長　　大　場　秀　樹 

　　　副委員長　　高　宮　光　敏　　　　委　　員　　金　澤　拓　哉 

　　　委　　員　　誉　田　憲　孝　　　　委　　員　　佐　藤　徹　哉 

　　　委　　員　　佐々木　恵　寿　　　　委　　員　　猪　俣　明　伸 

　　　委　　員　　山　田　真太郎　　　　委　　員　　山　内　　　長 

　　　委　　員　　渡　辺　康　平　　　　委　　員　　鈴　木　優　樹 

　　　委　　員　　安　田　成　一　　　　委　　員　　渡　部　英　明 

　　　委　　員　　水　野　さちこ　　　　委　　員　　大　橋　沙　織 

　　　委　　員　　佐　藤　義　憲　　　　委　　員　　橋　本　　　徹 

　　　委　　員　　宮　本　しづえ　　　　委　　員　　安　部　泰　男 

　　　委　　員　　椎　根　健　雄 

 

５　議事の経過概要 
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（午後　　４時３７分　開会） 

　　 

佐藤政隆委員長 

ただいま出席委員が定足数に達しているので、これより決算審査特別委員会を開

会する。 

初めに、本委員会の副委員長の順位は、第１順位大場秀樹副委員長、第２順位高

宮光敏副委員長とするので了承願う。 

次に、委員席についてであるが、ただいま着席のとおり決定して異議ないか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤政隆委員長 

異議ないと認め、そのように決定する。 

次に、会議録署名委員の指名については、委員長指名で異議ないか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤政隆委員長 

異議ないと認め、金澤拓哉委員、猪俣明伸委員を指名する。 

今回、本委員会に付託された案件は、知事提出議案第24号「決算の認定につい

て」、同第25号「令和５年度福島県流域下水道事業会計決算の認定について」、同

第26号「令和５年度福島県工業用水道事業会計決算の認定について」、同第27号

「令和５年度福島県工業用水道事業会計利益の処分について」、同第28号「令和５年度

福島県地域開発事業会計決算の認定について」及び同第29号「令和５年度福島県立

病院事業会計決算の認定について」、以上６件である。 

これらの案件は、審査に相当の日数を要するため、議会閉会中もなお継続審査に

付すべきものと決定して異議ないか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤政隆委員長 

異議ないと認め、各案は、継続審査に付すべきものと決定した。 

続いて、本委員会の審査方法等について協議願う。 

初めに、審査日程及び班の編成についてであるが、原案を手元に配付しているの

で、事務局に説明させる。 

事務局 
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（別紙資料により説明） 

佐藤政隆委員長 

ただいまの説明に対して質問、意見はないか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤政隆委員長 

なければ、審査日程及び班の編成については、原案のとおり決定して異議ないか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤政隆委員長 

異議ないと認め、そのように決定する。 

次に、委員会の運営及び審査した結果のまとめ並びに意見書の案文作成について

は、理事を選任して行うこととして異議ないか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤政隆委員長 

異議ないと認め、そのようにする。 

次に、理事の選任については、委員長指名として異議ないか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤政隆委員長 

異議ないと認め、椎根健雄委員、佐藤義憲委員、鈴木優樹委員を指名する。 

以上で、審査方法等について決定したが、細部については委員長に一任願う。 

本日は以上で委員会を終わる。 

10月16日は、午前10時より委員会を開く。 

これをもって、散会する。 

 

（午後　　４時４５分　散会） 

 

 

 

 

 


